






　介護（補償）給付の支給額は、次のとおりです（平成27年3月1日現在。［　］の額は平成27年4月1日改正

予定額です。）。

介護の費用として支出した額（ただし、104,290円［104,570円］を上限とします）が支給されます。
親族または友人・知人の介護を受けていない場合には、

介護の費用として支出した額が支給されます。（ただし、52,150円［52,290円］を上限とします）
親族または友人・知人の介護を受けていない場合には、

介護の費用を支出していない場合には、一律定額として56,600円［56,790円］が支給されます。
　介護の費用を支出しており、その額が56,600円［56,790円］を下回る場合には、一律定額として、

56,600円［56,790円］が支給されます。

　介護の費用を支出しており、その額が56,600円［56,790円］を上回る場合には、その額が支給され

ます。（ただし、104,290円［104,570円］を上限とします）

親族または友人・知人の介護を受けているとともに、

介護の費用を支出していない場合には、一律定額として28,300円［28,400円］が支給されます。
　介護の費用を支出しており、その額が28,300円［28,400円］を下回る場合には、一律定額として、

28,300円［28,400円］が支給されます。
　介護の費用を支出しており、その額が28,300円［28,400円］を上回る場合には、その額が支給され

ます。（ただし、52,150円［52,290円］を上限とします）

親族または友人・知人の介護を受けているとともに、
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請求書は、厚生労働省ホームページからダウンロードできます。
（http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/）
トップページ「分野別の政策」雇用・労働＞労働基準＞労災補償＞労災保険給付関係請求書等ダウンロード
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